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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月7日(2016.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制限された流体及び／又はナトリウム摂取を必要とする被験体におけるベンダムスチン
応答性症状を治療するための液体組成物であって、
ｉ）約０．０５～約１２．５ｍｇ／ｍｌのベンダムスチン又はその薬学的に許容される塩
、
ｉｉ）ポリエチレングリコール及びプロピレングリコールを含む可溶化剤であって、ポリ
エチレングリコールが約０．３～約４５容量％の量存在し、プロピレングリコールが約０
．０３～約５容量％の量存在する上記可溶化剤、並びに、任意に
ｉｉｉ）非経口的に許容される希釈剤、
を含み、
　約１２０ｍｌ以下の容量が、約３０分以下の実質上連続的な時間にわたって、ベンダム
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スチン治療を必要とし、制限された流体及び／又はナトリウム摂取を必要とする生理学的
症状を有すると識別された被験体に非経口的に投与される、前記液体組成物。
【請求項２】
　希釈剤が０．９％ＮａＣｌ又は０．４５％ＮａＣｌを含む、請求項１に記載の液体組成
物。
【請求項３】
　被験体がうっ血性心不全又は腎機能障害を有する、請求項１又は２に記載の液体組成物
。
【請求項４】
　被験体が腎機能障害を有し、腎機能障害が腎不全又は腎臓抑制である、請求項３に記載
の液体組成物。
【請求項５】
　ベンダムスチン又はその薬学的に許容される塩の濃度が、約０．１～約３．２ｍｇ／ｍ
ｌ、又は約０．５～約５．６ｍｇ／ｍｌである、請求項１～４のいずれか一項に記載の液
体組成物。
【請求項６】
　可溶化剤の量が、約０．５～約２６．５容量％、又は約２．０～約２２．４容量％であ
る、請求項１～５のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項７】
　ポリエチレングリコールがＰＥＧ４００である、請求項１～６のいずれか一項に記載の
液体組成物。
【請求項８】
　ポリエチレングリコールのプロピレングリコールに対する重量比が、約９０：１０、又
は約８５：１５である、請求項１～７のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項９】
　投与容量が約１００、５０、３０又は１５ｍｌである、請求項１～８のいずれか一項に
記載の液体組成物。
【請求項１０】
　組成物がモノチオグリセロール及びＮａＯＨを更に含む、請求項１～９のいずれか一項
に記載の液体組成物。
【請求項１１】
　投与容量が約５０ｍｌ＋／－１５％以下であり、約１０分以下の時間にわたって投与さ
れるか、又は、投与容量が約１００ｍｌ＋／－１５％以下であり、約１５分以下の時間に
わたって投与される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項１２】
　非経口的に許容される希釈剤が０．９％ＮａＣｌ（正常生理食塩水）である、請求項１
～１１のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項１３】
　ベンダムスチン応答性症状が慢性リンパ性白血病、又は低悪性度Ｂ細胞非ホジキンリン
パ腫である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項１４】
　２８日周期の１日目及び２日目に、約１０分以下の時間にわたって、約５０ｍｌの容量
で静脈内に投与されるか、又は２８日周期の１日目及び２日目に、約１５分以下の時間に
わたって、約１００ｍｌの容量で静脈内に投与されるか、又は２１日周期の１日目及び２
日目に、約１０分以下の時間にわたって、約５０ｍｌの容量で静脈内に投与されるか、又
は２１日周期の１日目及び２日目に、約１５分以下の時間にわたって、約１００ｍｌの容
量で静脈内に投与される、請求項１～１３のいずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項１５】
　６回の周期までか、又は８回の周期まで投与される、請求項１～１４のいずれか一項に
記載の液体組成物。
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【請求項１６】
　被験体に投与される組成物の容量が被験体への約２５ｍｇ／ｍ２～約１００ｍｇ／ｍ２

、又は約６０ｍｇ／ｍ２～約１２０ｍｇ／ｍ２の範囲の薬用量である、請求項１～１５の
いずれか一項に記載の液体組成物。
【請求項１７】
　制限された流体及び／又はナトリウム摂取を必要とする被験体におけるベンダムスチン
応答性症状を治療するための液体組成物であって、
下記表の成分
【表１】

又は
【表２】

及び任意に非経口的に許容される希釈剤を含み、
　約１２０ｍｌ以下の容量で、約３０分以下の実質上連続的な時間にわたって、ベンダム
スチン治療を必要とし、制限された流体及び／又はナトリウム摂取を必要とする生理学的
症状を有すると識別された被験体に非経口的に投与される、前記液体組成物。
【請求項１８】
　ベンダムスチンが塩酸塩として存在する、請求項１～１７のいずれか一項に記載の液体
組成物。
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